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演習場周辺の住宅防音工事に係る工法区分線の設定等要領について（通知）
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なお、演習場周辺の住宅防音工事に係る工法区分線の設定等について（施本施第

５２６号（ 。平成１１年７月７日）は、廃止する。CFS）
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別紙

住宅防音工事の標準仕方に係る工法区分線の設定等要領

１ 工法区分線

（１）工法区分線の設定

演習場周辺住宅防音事業工事標準仕方書（演習場周辺住宅防音工事の標準仕

方について（地防第７６７１号。２４．６．１）の別添）に定めるＡ工法及び

Ｂ工法の各適用区域を区分する線（以下「工法区分線」という。）は、８４Ｌ

ＣＤＥＮコンターと重なる住宅の所在状況を勘案して、当該コンターに沿って

引くものとする。ただし、当該コンターに沿って、街区、道路、河川等が所在

する場合には、これらに即して最小限の修正を行うものとし、これらが所在し

ない場合には、適当な直線をもって工法区分線を画するものとする。

（２）設定手続

ア 地方防衛局長は、（１）により引いた工法区分線を表示した図面を基に関

係市町村に説明するものとする。この場合において、各地方防衛局企画部長

は、あらかじめ、地方協力局地域社会協力総括課長と調整を図るものとする。

イ 地方防衛局長は、アによる関係市町村への説明を了した場合は、地方協力

局長に協議した上で、工法区分線を設定するものとする。この場合において、

関係市町村の意見があれば、当該意見及びこれに対する地方防衛局長の意見

を添えて地方協力局長に協議するものとする。

（３）工法区分線の変更

地方防衛局長は、工法区分線の設定後、工法区分線と新たに作成された８４

ＬＣＤＥＮコンターとが乖離する場合で必要があると認められるときは、（１）

に準じて工法区分線を変更するものとする。

２ 住宅防音工事実施済みの住宅の取扱い

Ｂ工法により防音工事を実施した住宅がＡ工法を適用する区域内に所在するこ

ととなった場合には、Ｂ工法により防音工事を実施した当該住宅の居室について、

Ａ工法の範囲内で実施される必要な工事に関し補助することができるものとす

る。

３ 地方協力局長の指示

地方防衛局長は、この要領により難いものがあるときは、地方協力局長の指示

を受けるものとする。


